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供用開始 滑走路 面積 設置管理者

新千歳 昭和63年7月
3,000m×60m

2本
728ha 国土交通大臣

丘珠 昭和36年11月
1,500m×45m

1本
103ha 防衛大臣

石狩のすがた 

●道路 

 管内の道路は、延長が10,273.3kmで全道の11.4％
を占めており、改良率・舗装率では全道平均を上回
っています。このうち55.3％にあたる5,684.5kmが
札幌市内となっています。 
●鉄道 
 管内の鉄道は、幹線系 3 線区（函館本線、千歳線、
石勝線）、地方交通線 1 線区（札沼線（学園都市線））
の 4 線区があります。 
●都市交通 
 札幌市内を運行する地下鉄は、国内初のゴムタイ
ヤ方式により、全国では 4 番目の地下鉄として昭和
46 年 12 月に南北線が開業し、その後、昭和 51 年
6 月には東西線が、昭和 63 年 12 月には東豊線が開
業し、3 路線の総営業キロは 48.0km となっていま
す。 
 また、路面電車は、1系統8.9kmが運行しています。 
●自動運転の取組 
管内市町村（千歳市、当別町）では、持続可能な

地域公共交通の確保に向けた取組として、自動運転
バスの実証実験が行われています。 
●空港 
 管内の空港は、新千歳空港と丘珠空港の２つがあ
り、令和６年度は合わせて年間約2153万人の利用が
ありました。 
 東京、大阪などの国内27都市と、令和8年1月1日
時点で14都市（ソウル、釜山、清州、台北、高雄、
香港、北京、上海、シンガポール、バンコク、チェ
ンマイ、クアランプール、マニラ、シドニー）を結
ぶ航空ネットワークを形成しています。 
 
 
 

３ 石狩の交通と運輸 

自動運転実証実験車両（当別町） 新千歳空港（千歳市） 

（石狩振興局地域創生部地域政策課調べ） 

■都市間距離早見表 単位：km（距離は大まかな目安です） 

■管内鉄道の現況           （令和６年４月１日現在） 

（石狩振興局地域創生部地域政策課調べ） 

路 線 区 間 営業キロ

13.6 km

合計（3路線） 48.0 km

西４丁目～西４丁目 8.9 km

地

下

鉄

南北線 麻生～真駒内 14.3 km

東西線 宮の沢～新さっぽろ 20.1 km

東豊線 栄町～福住

路面電車

■管内都市交通の現況 

（石狩振興局地域創生部地域政策課調べ） 

■空港別施設概要 

（石狩振興局地域創生部地域政策課調べ） 

（国土交通省「空港管理状況調書」） 

（国土交通省「空港管理状況調書」） 
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●港湾 
石狩湾新港は、日本海に面し、石狩市と小樽市の両市に位置

する、札幌市に最も近い（札幌市中心部から約 15km）管内唯一
の重要港湾です。背後の石狩湾新港地域は、道央圏の新たな生
産・流通基地を創出するものとして、昭和 53 年から開発が進め
られ、現在約 770 社の企業が立地し、操業企業約 650 社、就業
者数は約 20,000 人にのぼっています。 
港の建設は昭和 48 年に着手し、昭和 57 年に東埠頭、昭和 63

年に花畔埠頭、中央埠頭、平成 3 年に樽川埠頭を順次供用開始
し、平成 18 年に西地区で水深 14ｍ岸壁を有する国際物流ター
ミナルを供用開始しました。平成 25 年には、防災力強化のため
に耐震強化岸壁を花畔埠頭で供用開始し、令和２年 12 月現在
で水深 14m 岸壁 1 バース、水深 13m ドルフィン 1 バース、水
深 10ｍ岸壁 6 バース、水深 7.5m 岸壁 12 バースの計 20 バース
を供用開始しています。 
また、令和３年には、水深 12ｍの岸壁整備などを進める「東

地区国際物流ターミナル事業」が国の新規事業として採択され
ました。 
平成 6 年に出入国港の指定を受け、国際貿易港として開港し、

平成 11 年に植物防疫港、平成 12 年に動物検疫港、平成 15 年
には国土交通省から広域的なリサイクル企業の立地に対応する
リサイクルポート（総合静脈物流拠点港）、平成 17 年には検疫
港、平成 24 年には、港則法上の特定港と順次指定を受けていま
す。 
平成 9 年には、韓国釜山港との間に外貿定期コンテナ航路が

開設され、現在、韓国航路では週 1 便、中国・韓国航路では週
2 便体制をとっています。 
またコンテナヤードには、平成 13 年にガントリークレーン

の供用が開始され、令和 2 年には 2 基目となるガントリークレ
ーンが整備されました。 
このほか、平成 15 年 4 月には、内閣総理大臣より重量物輸送

の効率化を図ることが可能となる港湾物流特区の認定を受けて
います。その後、平成 22 年には、新たな直轄港湾整備事業の着
手が可能となる「重点港湾」に選定され、翌年には LNG 機能に
係る「日本海側拠点港」にも選定されています。 
特に中央埠頭では、平成 24 年 11 月に北海道ガス（株）が北

海道で唯一となる外航船に対応したＬＮＧ輸入基地の運転を開
始し、翌年からは内航船によるＬＮＧの輸送が始まっています。 
また、西埠頭では、平成 31 年 2 月より北海道電力（株）がＬ

ＮＧ火力発電所の運転を開始し、北海道のエネルギ－供給拠点
として重要な役割を担っています。 
このような発展を続ける本港は、令和 6 年の取扱貨物量が、

約 542 万トン（速報値）となり、国際貿易港として、ますます
道央圏はもとより北海道を支える重要な物流拠点となっていま
す。 

（単位：t） 

■取扱貨物の内訳（令和６年 1月～12 月実績） 

（石狩新港管理組合調べ） 

石狩港湾全景 

中央埠頭（LNG 船/LPG 船/LNGタンク） 

花畔埠頭（ガントリークレーン） 

■貨物取扱量の推移（過去 10年） 

（石狩湾新港管理組合調べ） 


